
 

当 事 務 所 が 代理 し た ビッ ト ト レー ド 株 式 会 社 の 支配 株 主 の変 更

案件がクロージングを迎えました。  

 

One Asia Lawyers は、ビットトレード株式会社の支配株主の株式売却に関し、リーガルア

ドバイスを提供いたしました。2018 年 9 月 12 日、本売却案件は必要な手順を完了し、ク

ロージングを迎えました。 

→https://bittrade.co.jp/doc/info/bittrade20180912.pdf 
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